
・支援金の対象となる犯罪（ア）：要綱上の犯罪（イ）のうち、人の
生命又は身体を害する行為であり、過失による行為を除いたも
の
・要綱上の犯罪（イ）：刑法（明治40年法律第45号）その他日本
国における刑罰法令に規定する行為（刑法第37条第１項本文、
第39条第１項又は第41条の規定により罰せられない行為を含
むものとし、同法第35条又は第36条第１項の規定により罰せら
れない行為を除く。）
・条例上の犯罪等（ウ）：犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影
響を及ぼす行為

・市民（A)：住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき仙台市の住
民基本台帳に記録されている者及びやむを得ず仙台市の住民記録台帳
に記録をされずに仙台市内に居住している者
・住民票のない大学生等（BB）：本市に住民票を異動せずに、本市内の大
学等に通う学生
・市民等（B）：市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者
・市民等ではない方（C)：市民等にあたらない者（例：県外に住む市民の
遺族）
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